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通所介護重要事項説明書 
《令和 7 年 11 月 1 日現在》 

１、サービスを提供する事業所 
(１)事業所の概要 

名 称 ・ 法人種別 社会福祉法人 誠 友 会  
代表者役職・氏  名 理事長   苫米地 義之 

本部所在地 
電話番号 

〒039-2152 青森県上北郡おいらせ町向山東二丁目 2－1263 

０１７８－５６－４１３１ 
  

(２)提供できるサービスの種類と地域 
サービスの種類 通所介護 
事 業 所 名 社会福祉法人 誠友会 デイサービスセンター木崎野 
所 在 地 

電 話 番 号 
〒039-2152 青森県上北郡おいらせ町向山東二丁目 2－1262 
０１７８－５６－４１２６ 

介護保険指定番号 ０２７２５００５４７ 
サービスを提供する地域 おいらせ町・六戸町・三沢市・八戸市 

※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 
 
                      
 
   

（3）職員体制 

 

管理者        1 人 

 

生活相談員      1 人以上 

 

看護職員       1 人以上 

 

機能訓練指導員    1 人以上 

 

介護職員       3 人以上 
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(４)設備の概要 
・1 日あたりの定員 24 名 
・食堂兼機能訓練室 
・休 養 室 
・浴   室    一般浴槽と特殊浴槽があります。 

一般浴槽には、リフトも備え付けてあります。 
・送 迎 車    電動リフト付きワゴン車 3 台 
          普通乗用車 2 台 
          軽乗用車 3 台 
 
 
 
(５)営業時間 
・営業日   月曜日～木曜日・土曜日  祝祭日は営業しています。 
       開館時間      午前８時２０分～午後５時２０分 
       サービス提供時間  午前９時１５分～午後４時３０分 
・休業日   １２／３１～１／３は休業 
 
 
 
2、サービス内容 
① 送      迎 ： 利用者の居宅からサービス事業所までの送迎。 
② 食      事 ： 昼食の提供。 
③ 健 康 チェック ： 体温・血圧・脈拍の測定等。 
④ 入      浴 ： 入浴の提供。 
⑤  日常動作訓練  ： 日常動作訓練・歩行訓練・体操・機能訓練等。 グ

ループで行うレクリエーション活動や創作・趣味

活動、行事等の生活機能訓練。 
⑥  口腔機能向上  ： 口腔清掃の指導・実施・摂食・嚥下機能に関する

訓練の指導・実施等。 
⑧  生 活 相 談  ： 利用者やそのご家族の生活相談等の対応。 
⑨ その他必要な介護 ： その他必要な日常生活上の世話等。 
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３、利用料金 
 
 
 
(１) 利用料 

①デイサービス利用料（通常規模型通所介護費） 

 １日あたりの利用料金(基本料金)  
6 時間以上７時間未満 ７時間以上 8 時間未満 

要介護１ ５，８４０円 ６，５８０円 

要介護 2 ６，８９０円 ７，７７０円 

要介護 3 ７，９６０円 ９，０００円 

要介護 4 ９，０１０円 １０，２３０円 

要介護 5   １０，０８０円 １１，４８０円 

 介護保険適用時の利用料(基本料金)  
6 時間以上７時間未満 7 時間以上 8 時間未満 

要介護１ ５８４円 ６５８円 

要介護 2 ６８９円 ７７７円 

要介護 3 ７９６円 ９００円 

要介護 4 ９０１円 １，０２３円 

要介護 5    １，００８円 １，１４８円 

※ご家族の送迎などで、当事業所の送迎サービスを利用しなかった場合は、片

道につき４７０円、介護保険適用時で４７円を引いた金額になります。 
 
 

②入浴費  

入浴１回あたり ４００円  
介護保険適用時   ４０円 
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③個別機能訓練加算  

加算(Ⅰ) イ 加算(Ⅰ) ロ 
  1 日あたり 560 円   1 日あたり 760 円 
介護保険適用時    56 円 介護保険適用時   76 円 

※機能訓練指導員 専従１名以上配置 

した場合。 

※機能訓練指導員をサービス提供時間通じ

て１名以上配置した場合。 

※利用者居宅を訪問した上で個別機能訓練計画書を加算毎に作成し、その後３ヶ

月毎に１回以上、利用者の居宅を訪問した上で、利用者またはその家族に内容と

進捗状況等を説明し訓練内容の見直し等行います。これに基づく適切なサービス

を実施した場合に加算します。 

 
 

④口腔機能向上加算 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑤サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  

１日あたり ２２０円 

介護保険適用時    ２２円 

※介護福祉士の資格を有する介護職員

が一定割合配置されている場合に加

算します。 

※区分支給限度額の算定対象には入りません。 
  
 
 
 

１回あたり １，５００円 
介護保険適用時      １５０円 
※口腔機能改善のための計画を作

成し、サービスの実施、定期的

な評価と計画の見直し等の一連

のプロセスを実施した場合に加

算します。加算は、月２回まで

となります。 
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⑥介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 
介護保険適用時  基本サービスに各種加算減

算を加えた総単位数×９.２% 

※厚生労働大臣が定める基準に適合している場合に 

 加算します。  

 ※区分支給限度額の算定対象には入りません。 
 
⑦中山間地域等提供加算 

１日あたり 基本料金の５％を加算 
※通常のサービスを提供する地域(おい

らせ町・六戸町・三沢市・八戸市)を越え

てサービスを提供した場合に加算し

ます。 
※介護保険適用になる方(要介護認定を受けている方)は、介護保険適用時の料金

となりますが、介護保険の給付の範囲を越えた分に関しましては、全額自己

負担となります。 
 
⑧食費(昼食代)  

１食あたり ６５０円 
※介護保険の適用はございません。全額

自己負担になります。  
 
 
 
⑨その他、衛生材料、おむつ代、レクリエーションにかかる費用等は自己負担

となります。記録の複写物についても実費となります。 
紙おむつ代として当事業所が提供した場合の料金 

尿取りパット     １枚   ２５円 
平判の紙おむつ     １枚   ２９円 
リハビリパンツ(紙パンツ)     １枚  １５０円 

 パンツタイプ(テープ止め)     １枚  １１２円 
※当事業所で提供した紙おむつ類と同種の物を提供した枚数分返却していただ

きますと上記の料金の請求はございません。 
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(２)支払い方法   
自動口座振替申し込みをしていただきます。 
料金は、１ヶ月ごとに計算し翌月２０日(休日の場合は翌営業日)に自動口座振

替となります。 
手続きが間に合わない場合については、指定する口座に振り込んでいただく

か、現金でお支払いしていただきます。請求書、領収書については、１０日

前後に発送します。 
 振替にかかる手数料は、事業所負担となりますが、残高不足により振替不能

となり再振替の場合は、利用者負担となります。 
 
 
４、サービスの利用方法 
(１)サービスの利用開始 

まずは、お電話等でお申し込みください。当事業所職員がお伺いいたします。 
通所介護計画作成と同時に重要事項の説明を行い、サービス提供を開始しま

す。 
※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員と 
 ご相談ください。 
 

 (２)サービスの終了 
 ①利用者の都合でサービスを終了する場合 
  サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出ください。 
 ②当事業所の都合でサービスを終了する場合 
  人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく

場合がございます。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。 
 ③自動終了 
  以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 
 ・利用者が介護保険施設に入所した場合 
 ・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当(自

立)と認定された場合 
 ※この場合、条件を変更して再度ご利用することができます。 
 ・利用者がお亡くなりになった場合 
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④その他 
 ・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場

合、利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、ま

たは、当事業所が破産した場合、利用者は文書で解約を通知することによっ

て即座にサービスを終了することができます。 
 ・利用者が、サービス利用料金の支払いを３ヶ月以上遅延し、料金を支払うよ

うに催告したにもかかわらず１４日以内に支払わない場合、利用者が正当な

理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、利用者が入院もしくは

病気等により、３ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であるこ

とが明らかになった場合、または利用者やご家族などが当事業所や当事業所

のサービス従事者に対してご利用を継続し難いほどの背信行為を行った場

合は、文書で通知することにより、即座にご利用を終了させていただく場合

がございます。 
 
５、当事業所のデイサービスの特徴 
(１)運営の方針 
※要介護状態にある利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力

に応じて自立した日常生活を営むことができるように支援いたします。 
※利用者の心身状況、また、置かれている環境に応じて、総合的且つ効率的に

サービスの提供がなされるように努めます。 
※指定居宅サービスの提供にあたっては、利用者の意思および人格を尊重しサ

ービスの提供に努めます。 
※従事者の教育研修を重視し、提供するサービスの質の向上に努めます。 

 ※施設内の清掃、消毒を行い衛生管理に努め感染症が発症または、蔓延しない

ように努めます。 
 
(２)サービス利用に当たっての留意事項 
 

 
 
キャンセル 
及び 

キャンセル料 
 

 
 利用者のご都合によるキャンセルの場合は、利用日 
の午前８時００分までに当事業所(０１７８－５６ 

－４１２６)までご連絡してください。 

連絡がない場合は、利用者負担金(食事代を含む)の
100％をキャンセル料として請求します。 
ただし、ご本人や家族の体調不良等により連絡するこ

とが困難な事情がある場合は除きます。 
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送迎時間の連絡 

 
原則として文書で通知します。ただし、急な場合は、 
この限りではありません。電話で連絡する場合もあ 
ります。 

 
 

 
  体 調 確 認 
 

 
デイサービスセンター到着後、血圧、体温を測定します。 
 

            
 

 
体調不良による 
サービスの中止、 
変更 

 

  
当日の血圧、体温に異常がみられる場合、状態に変 
化がみられる場合は、入浴等のサービスを中止、ま 
たは、変更する場合がございます。その際は、ご本  

人やご家族にご説明いたします。なお、中止や変更 
になったサービスにつきましては、料金が変更にな 

ります。 
 

 
 
 食事の 

キャンセル 

  
 利用中に食事をキャンセルした場合でも、食事代は 
いただくことになります。予めご了承願います。 

 
 

 
  
時 間 変 更 

  
 送迎時間や利用時間に変更のある方は、事前にお申 
し出ください。急な場合は、当日でもかまいません 
が、ご要望に添えかねる場合もありますので、その 
場合はご了承ください。 
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設備、器具の利用 

 
 原則として自由に利用できますが、利用者の身体状 
況に不具合な設備、器具は職員が付き添うか利用を 
中止していただく場合がございます。 

 
 
 
  
 

 
 
秘 密 保 持 

および 
個人情報の保護 

                                                             
① 業務上知り得た利用者またはそのご家族の秘密 
について、守秘義務のもと厳守し個人情報を適 
切に取り扱います。 

  ②従事者であった者から、業務上知り得た利用者ま 
たはそのご家族の秘密が漏れることがないよう、 
管理を徹底いたします。 

③担当の介護支援専門員及び関係機関との連絡調整、

サービス担当者会議におきまして、個人情報を用 
いる場合がございます。予めご了承願います。 

④ご本人の求めに応じてサービス提供記録を開示し 
ます。 
 

 
 
 
 
６、緊急時の対応方法 
 サービス提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせによ 
り、主治医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。 

主治医 主治医氏名  
連 絡 先  

ご家族 氏   名  
連 絡 先  

ご家族 氏   名  
連 絡 先  

居宅介護  氏   名  
支援事業者 連 絡 先  
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７、非常災害対策 
  
当事業所では、消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき 
又、防火管理者を設置して非常災害対策を行います。 

 
  ○防火管理者 生活相談員 保土澤 正章 
（１）非常災害用設備として、自動火災報知機、非常警報装置、非常通報装置 

消火器を設置しています。 
 
（２）始業時、就業時には、火災危険防止のため自主点検を行います。 
 
（３）火災の発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限にとどめる

ため自衛消防隊を編成し、任務の遂行にあたります。 
 
（４） 下記のとおり、消防訓練を実施します。 

① 防火教育及び基本訓練（消火、通報、避難）・・・・年１回以上  
② ご利用者を含めた総合訓練・・・・・・・・・・・・年１回以上 
③ 非常災害用設備の使用方法の徹底・・・・・・・・・随時 

 
 
 
８、サービス内容に関する苦情 
①当事業所利用者相談、苦情担当 
連  絡  先 ０１７８－５６－４１２６ 苦情処理責任者(管理者) 田中 宏幸  
担 当 者 
       

生活相談員 
 保土澤 正章 

 苫米地 諒 

看護職員 本田 美保子 

介護職員 
  

沖澤 鮎美 
 

 利用者またはその家族から苦情が発生した場合には、従業者が受け付け、担

当者に引き継ぎます。担当者は、ただちに主訴、内容の把握に努め、苦情処

理責任者に報告します。苦情処理責任者は、速やかに苦情の内容に応じて必

要な処理を行い、利用者または、その家族等に苦情の対処について説明し、

理解を得るとともに、従業者に必要な指示を与え対処します。 
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②その他 
 当事業所以外に、行政機関その他苦情相談窓口等に苦情を伝えることがで 
きます。 

  名    称    等 所  在  地 電 話 番 号 
おいらせ町役場介護福祉課 おいらせ町中下田 135-2 0178-56-4705 
六戸町役場 介護高齢課 六戸町大字犬落瀬字後田 19-1 0176-27-6688 
三沢市役所 介護保険課 三沢市幸町三丁目 11-5  0176-51-8772 
八戸市役所 介護保険課 八戸市内丸一丁目 1-1  0178-43-2111 
青森県国民健康保険団体連合会 青森市新町二丁目 4-1 017-723-1336 
運営適正化委員会(青森県社会福祉協議会) 青森市中央三丁目 20-30  017-731-1391 

苦情処理の流れ 
利用者・家族 
行政等苦情 
受付機関等 

    
 事業所職員 
 

 苦情受付 
担当者 

事業所として

の対応策 
を検討・決定  
 

苦情処理 
責任者 

利用者・家族 
行政等苦情 
受付機関等  

 
９、損害賠償について 
  当事業所の通所介護サービスの提供に伴って、事業所の責任により生じた

損害については、事業所は速やかにその損害を賠償します。守秘義務に違

反した場合も同様とします。 
  ただし、その損害の発生について、利用者に故意または過失が認められる

場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に

限り、事業所の損害賠償責任を減じる場合があります。 
 
 

 
 

          
 


